
申請手数料 

 
許可等に関する手数料は、越谷市手数料条例（平成１２年条例第８号）の規定によ

り次のとおりです。 
 
１ 宅地造成又は特定盛土等工事許可申請手数料 

（宅地造成及び特定盛土等規制法第１２条第１項） 
盛土又は切土をする土地の面積 手数料額 

５００㎡未満 １６，０００円 
５００㎡以上  １，０００㎡未満 ２７，０００円 
１，０００㎡以上  ２，０００㎡未満 ３９，０００円 
２，０００㎡以上  ３，０００㎡未満 ５７，０００円 
３，０００㎡以上  ５，０００㎡未満 ７１，０００円 
５，０００㎡以上  １０，０００㎡未満 ９５，０００円 

１０，０００㎡以上  ２，００００㎡未満 １４８，０００円 
２０，０００㎡以上  ４０，０００㎡未満 ２３０，０００円 
４０，０００㎡以上  ７０，０００㎡未満 ３６５，０００円 

７０，０００㎡以上  １００，０００㎡未満 ５２４，０００円 
１００，０００㎡以上 ６８２，０００円 

 
２ 土石の堆積工事許可申請手数料 

（宅地造成及び特定盛土等規制法第１２条第１項） 
土石の堆積を行う土地の面積 手数料額 

５００㎡未満 １１，０００円 
５００㎡以上  １，０００㎡未満 １４，０００円 
１，０００㎡以上  ２，０００㎡未満 １６，０００円 
２，０００㎡以上  ３，０００㎡未満 ２１，０００円 
３，０００㎡以上  ５，０００㎡未満 ２９，０００円 
５，０００㎡以上  １０，０００㎡未満 ３３，０００円 
１０，０００㎡以上  ２，００００㎡未満 ３９，０００円 
２０，０００㎡以上  ４０，０００㎡未満 ５４，０００円 
４０，０００㎡以上  ７０，０００㎡未満 ７３，０００円 
７０，０００㎡以上  １００，０００㎡未満 １１０，０００円 

１００，０００㎡以上 １３４，０００円 
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３ 宅地造成又は特定盛土等工事変更許可申請手数料 
（宅地造成及び特定盛土等規制法第１６条第１項） 

 次に掲げる額を合算した額（上限額 ６８２，０００円） 
 
（１） 工事に関する設計の変更（(2)のみに該当する場合を除く。）については、盛

土又は切土をする土地の面積（(2)に規定する変更を伴う場合にあっては変更前

の盛土又は切土をする土地の面積、盛土又は切土をする土地の縮小を伴う場合

にあっては縮小後の盛土又は切土をする土地の面積）に応じ上記１に規定する

額に１０分の１を乗じて得た額 
  
（２） 新たな盛土又は切土をする土地の編入に係る工事の設計の変更については、

新たに編入される盛土又は切土をする土地の面積に応じ上記１に規定する額 
  
（３） その他の変更 １０，０００円 

 
４ 土石の堆積工事変更許可申請手数料 

（宅地造成及び特定盛土等規制法第１６条第１項） 
 次に掲げる額を合算した額（上限額 １３４，０００円） 

 
（１） 工事に関する設計の変更（(2)のみに該当する場合を除く。）については、土

石の堆積を行う土地の面積（(2)に規定する変更を伴う場合にあっては変更前の

土石の堆積を行う土地の面積、土石の堆積を行う土地の縮小を伴う場合にあっ

ては縮小後の土石の堆積を行う土地の面積）に応じ上記２に規定する額に１０

分の１を乗じて得た額 
  
（２） 新たな土石の堆積を行う土地の編入に係る工事の設計の変更については、新

たに編入される土石の堆積を行う土地の面積に応じ上記２に規定する額 
  
（３） その他の変更 １０，０００円 

 
５ 適合証明書の交付申請手数料        ６，０００円 
  （宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則第８８条） 
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